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博物館の設置及び運営上の望ましい基準（新旧対照表）  

 

改  正  後  改  正  前  

 （趣旨）  

第一条  この基準は、博物館法（昭和二十六年法律第二百

八十五号。以下「法」という。）第八条の規定に基づく

博物館の設置及び運営上の望ましい基準であり、博物館

の健全な発達を図ることを目的とする。  

２  博物館は、この基準に基づき、その事業の水準の維持

及び向上並びに活動の充実及び発展を図り、もって教育

、学術及び文化の発展並びに地域の活性化に貢献すると

ともに、当該博物館の設置の目的及び使命を達成するよ

う努めるものとする。  

 

 （趣旨）  

第一条  この基準は、博物館法（昭和二十六年法律第二百

八十五号）第八条の規定に基づく博物館の設置及び運営

上の望ましい基準であり、博物館の健全な発達を図るこ

とを目的とする。  

２  博物館は、この基準に基づき、博物館の水準の維持及

び向上を図り、もって教育、学術及び文化の発展並びに

地域の活性化に貢献するよう努めるものとする。  

 

 （博物館の設置等）  

第二条  博物館の設置者は、その設置する博物館の持続的

で健全な運営を通して当該博物館の設置の目的及び使命

を達成することができるよう、当該博物館の事業の実施

、職員の確保及び処遇の改善、施設及び設備等の維持、

充実及び活用等に必要な資金等の確保、条例、定款その

他の規程の見直しその他の必要な措置を講ずるよう努め

るものとする。  

２  博物館の設置者は、その設置する博物館が次条から第

十七条までに掲げる事項を実施するに当たり、当該博物

館に対する支援や協力その他の必要な措置を講ずるよう

努めるものとする。  

３  都道府県は、博物館を設置し、歴史、芸術、民俗、産

業、自然科学等多様な分野にわたる資料（電磁的記録を

含む。以下同じ。）を扱うよう努めるものとする。  

４  市町村（特別区を含む。第十五条第一項及び第二項に

おいて同じ。）は、その規模及び能力に応じて、単独で

 （博物館の設置等）  

第二条  [項を加える。 ]  

 

 

 

 

 

 

[項を加える。 ]  

 

 

 

[１ ]  都道府県は、博物館を設置し、歴史、芸術、民俗、

産業、自然科学等多様な分野にわたる資料（電磁的記録

を含む。以下同じ。）を扱うよう努めるものとする。  

２  市（特別区を含む。以下同じ。）町村は、その規模及

び能力に応じて、単独で又は他の市町村と共同して、博

資料２－２

※パブリック・コメントを受けての修正箇所は赤字となっています。
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又は他の地方公共団体等と共同して、博物館を設置する

よう努めるものとする。  

５  博物館を設置する地方公共団体が、地方自治法（昭和

二十二年法律第六十七号）第二百四十四条の二第三項に

規定する指定管理者の指定や、民間資金等の活用による

公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成十一年法

律第百十七号）第十六条の規定による公共施設等運営権

の設定など、民間事業者との連携による施設の運営管理

を行う場合には、当該博物館の事業の継続的かつ安定的

な実施の確保並びに事業の水準の維持及び向上を図るこ

とができるよう、運営管理期間や実施体制、事業者の自

主性と創意工夫に基づく取組を推進するための諸条件等

について十分な検討を行い、民間事業者との緊密な連携

の下に、この基準に定められた事項の実施に努めるもの

とする。  

物館を設置するよう努めるものとする。  

 

３  博物館の設置者が、地方自治法（昭和二十二年法律第

六十七号）第二百四十四条の二第三項の規定により同項

に規定する指定管理者に当該博物館の管理を行わせる場

合その他当該博物館の管理を他の者に行わせる場合には

、これらの設置者及び管理者は相互の緊密な連携の下に

、当該博物館の事業の継続的かつ安定的な実施の確保、

事業の水準の維持及び向上を図りながら、この基準に定

められた事項の実施に努めるものとする。  

 

 （博物館の経営）  

第三条  博物館は、その設置の目的及び使命を達成するた

め、当該博物館における博物館資料（法第二条第四項に

規定する博物館資料をいう。以下同じ。）の収集、保管

（育成及び現地保存を含む。以下同じ。）及び展示（イ

ンターネットの利用その他の方法により博物館資料に係

る電磁的記録を公開することを含む。以下同じ。）並び

に博物館資料に関する調査研究の実施に関する基本的運

営方針（以下「基本的運営方針」という。）を踏まえ、

適切に資源を配分するとともに、当該博物館の活動の充

実及び発展に向けた新たな支援や資金等の確保に努める

ものとする。  

２  博物館は、外部の専門性を有する者の知見も活用しつ

つ、当該博物館の利用者の拡大とその満足度の向上に努

めるとともに、多様な支援者や協力者の拡大に努めるも

のとする。  

３  公立博物館（法第二条第二項に規定する公立博物館を

いう。）が、法第二十六条ただし書の規定に基づきその

維持運営に必要な入館料その他博物館資料の利用に対す

る対価を徴収する場合には、博物館の健全な発達を図り

 

[条を加える。 ]  
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、もって国民の教育、学術及び文化の発展に寄与すると

の法の目的も踏まえ、一般公衆が利用しやすいように配

慮するとともに、博物館資料の展示や説明等の工夫や様

態に応じて対価を柔軟かつ効果的に設定するものとする

。  

４  博物館は、基礎的な運営資金を確保した上で、寄附、

会費等の外部資金の獲得や、施設利用料、広告収入、資

産運用等の効果的な収益事業の推進等により、当該博物

館の収入の多角化とその拡大を図るよう努めるものとす

る。  

５  博物館は、国際的な状況や海外博物館の動向を踏まえ

、国際的な視野に立った経営の改善に向けた工夫に努め

るものとする。  

 

 （基本的運営方針及び計画）  

第四条  博物館は、基本的運営方針の策定及び公表に当た

っては、当該博物館の設置の目的及び使命を明確に示し

、かつ、教育基本法（平成十八年法律第百二十号）第十

七条第二項に規定する教育の振興のための施策に関する

基本的な計画及び文化芸術基本法（平成十三年法律第百

四十八号）第七条の二第一項に規定する文化芸術の推進

に関する計画等を踏まえるとともに、地域住民及び社会

の要請に十分応えるものとなるよう留意するものとする

。  

２  博物館は、基本的運営方針を踏まえ、博物館資料の収

集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を

実施するほか、当該博物館の設置の目的及び使命を達成

するために必要な法第三条第一項各号に掲げる事業を適

切に実施するよう努めるものとする。  

３  博物館は、地域や社会の状況の変化に対応し、基本的

運営方針の見直しを適切に行うよう努めるものとする。  

４  博物館は、基本的運営方針を踏まえ、複数事業年度に

わたる中期計画及び事業年度ごとの事業計画を策定し、

公表するとともに、その運営状況の評価に係る適切な指

標を設定するよう努めるものとする。  

 （基本的運営方針及び事業計画）  

第 三 条  博 物館 は、そ の 設 置 の 目的 を踏ま え 、資 料 の収 集

・ 保 管 ・ 展 示 、 調査研 究 、 教 育普 及 活動等 の 実 施 に関 す

る 基 本 的 な 運 営 の方針 （ 以 下 「基 本 的運営 方 針 」 とい う

。）を策定し、公表するよう努めるものとする。  

 

 

 

 

 

[項を加える。 ]  

 

 

 

 

[項を加える。 ]  

 

 

２  博物 館 は、 基本的 運 営方 針 を踏 まえ、 事 業年 度 ごと に

、 そ の 事 業年 度 の 事業 計 画 を 策定 し 、 公表 す る よ う努 め

るものとする。  
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［項を削る。］  

３  博物館は、基本的運営方針及び前項の事業計画の策定

に当たっては、利用者及び地域住民の要望並びに社会の

要請に十分留意するものとする。  

 （運営の状況に関する点検及び評価等）  

第 五 条  博 物館 は、基 本 的運 営 方針 に基づ い た運 営 がな さ

れ る こ と を確 保 し、そ の 事 業 の水 準 の向上 を 図 る ため 、

前 条 第 四 項の 中 期計画 及 び 事 業計 画 の 達成 状 況 、 当該 博

物 館 の 活 動の 成 果 その 他 の 運 営の 状 況につ い て 、 自ら 点

検及び評価を行うよう努めるものとする。  

２  博 物 館 は、 前項の 点 検及 び 評価 のほか 、 当該 博 物館 の

運 営 体 制 の整 備 の状況 に 応 じ 、博 物 館協議 会 の 活 用そ の

他 の 方 法 によ り 、 学校 教 育 及 び社 会 教育の 関 係 者 、家 庭

教 育 の 向 上に 資 する活 動 を 行 う者 、 当該博 物 館 の 事業 に

関 し て 学 識経 験 のある 者 、 当 該博 物 館の 利 用 者 及 び支 援

者 、 地 域 住民 そ の他の 多 様 な 関係 者 （第六 条 第 二 項に お

い て 「 多 様な 関 係者」 と い う 。） に よる評 価 を 行 うよ う

努めるものとする。  

３  博 物 館 は、 前二項 の 点検 及 び評 価の結 果 に基 づ き、 当

該 博 物 館 の運 営 の改善 を 図 る ため 必 要な措 置 を 講 ずる よ

う努めるものとする。  

４  博 物 館 は、 第一項 及 び第 二 項の 点検及 び 評価 の 結果 並

び に 前 項 の措 置 の内容 に つ い て、 イ ンター ネ ッ ト の利 用

そ の 他 の 方法 に より、 積 極 的 に公 表 するよ う 努 め るも の

とする。  

 

 （運営の状況に関する点検及び評価等）  

第 四 条  博 物館 は、基 本 的運 営 方針 に基づ い た運 営 がな さ

れ る こ と を 確 保 し、そ の 事 業 の水 準 の向上 を 図 る ため 、

各 年 度 の 事業 計 画の達 成 状 況 その 他 の運営 の 状 況 につ い

て、自ら点検及び評価を行うよう努めるものとする。  

 

２  博物 館 は、 前項の 点 検及 び 評価 のほか 、 当該 博 物館 の

運 営 体 制 の整 備 の状況 に 応 じ 、博 物 館協議 会 の 活 用そ の

他 の 方 法 によ り 、 学校 教 育 又 は社 会 教育の 関 係 者 、家 庭

教 育 の 向 上 に 資 する活 動 を 行 う者 、 当該博 物 館 の 事業 に

関 し て 学 識 経 験 のある 者 、 当 該博 物 館の 利 用 者 、 地域 住

民その他の者による評価を行うよう努めるものとする。  

 

 

３  博物 館 は、 前二項 の 点検 及 び評 価の結 果 に基 づ き、 当

該 博 物 館 の運 営 の改善 を 図 る ため 必 要な措 置 を 講 ずる よ

う努めるものとする。  

４  博物 館 は、 第一項 及 び第 二 項の 点検及 び 評価 の 結果 並

び に 前 項 の措 置 の内容 に つ い て、 イ ンター ネ ッ ト その 他

の 高 度 情 報 通 信 ネット ワ ー ク （以 下 「イン タ ー ネ ット 等

」 と い う 。 ） を 活用す る こ と 等 に よ り、積 極 的 に 公表 す

るよう努めるものとする。  

 

 （資料の収集、保管等）  

第 六 条  博 物館 は、当 該 博物 館 にお ける博 物 館資 料 の収 集

及 び 管 理 の方 針 の策定 に 当 た って は 、基本 的 運 営 方針 を

踏 ま え 、 資料 の 所在等 の 調 査 研究 及 び資料 に 係 る 学術 研

究 の 状 況 並び に 資料の 重 要 性 及び 展 示上の 効 果 等 を考 慮

し て 、 必 要な 数 の体系 的 な 収 集及 び 保管が 可 能 と なる よ

う 留 意 す るも の とする 。 そ の 際、 保 管のた め の 施 設 及 び

設 備 の 確 保に 係 る長期 的 な 見 通し に 立ち、 所 蔵 す る博 物

 （資料の収集、保管、展示等）  

第 五 条  博 物館 は、実 物 、標 本 、文 献、図 表 、フ ィ ルム 、

レ コ ー ド 等 の 資 料（以 下 「 実 物等 資 料」と い う 。 ）に つ

い て 、 そ の 所 在 等の調 査 研 究 を行 い 、当該 実 物 等 資料 に

係 る 学 術 研 究 の 状況 、 地 域 に おけ る 当該実 物 等 資 料の 所

在 状 況 及 び 当 該 実物等 資 料 の 展示 上 の効果 等 を 考 慮し て

、 基 本 的 運営 方 針に基 づ き 、 必要 な 数を体 系 的 に 収集 し

、 保 管 （ 育成 及 び現地 保 存 を 含む 。 以下同 じ 。 ） し、 及
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館 資 料 の みな ら ず館外 に 所 在 する 資 料の状 況 を 踏 まえ る

よう努めるものとする。  

２  博 物 館 は、 博物館 資 料の 将 来的 な整備 及 び発 展 的な 活

用 に 向 け 、寄 贈 、寄託 、 借 用 、購 入 等によ る 博 物 館資 料

の 充 実 や 、博 物 館資料 の 再 評 価に 基 づく交 換 、 譲 渡、 貸

与 、 返 却 、廃 棄 等を含 め た 博 物館 資 料の管 理 の 在 り方 に

つ い て 検 討す る よう努 め る も のと す る。 そ の 際 、 特に 博

物 館 資 料 の廃 棄 につい て 検 討 する 場 合には 、 多 様 な関 係

者 の 意 見 を聴 き つつ、 長 期 的 かつ 総 合的な 見 地 か ら慎 重

に行うものとする。  

３  博物 館 は、 資料の 収 集若 し くは 保管が 困 難な 場 合、 展

示 の た め に教 育 的配慮 が 必 要 な場 合 又は 館 外 へ の 貸出 し

若 し く は 持出 し が困難 な 場 合 には 、 必要に 応 じ て 当該 資

料 を 複 製 、模 造 若しく は 模 写 した 資 料 を収 集 し 、 又は 製

作し、当該博物館の内外で活用するものとする。  

 

 

 

 

４  博 物 館 は、 博物館 資 料に 係 るデ ジタル ア ーカ イ ブを 作

成 す る こ とに よ り、そ の 所 蔵 する 博 物館資 料 の 安 定的 な

保 存 、 効 率的 な 管理及 び 積 極 的な 活 用の促 進 に 努 める も

の と す る 。そ の 際、博 物 館 資 料の 利 用の拡 大 の た め、 外

部のデータベース等との連携に努めるものとする。  

５  博 物 館 は、 前二項 の 業務 の 実施 に当た っ ては 、 著作 権

法 （ 昭 和 四十 五 年法律 第 四 十 八号 ） その他 の 法 令 に規 定

す る 権 利 を 十 分 に理解 し た 上 で、 こ れを 侵 害 す る こと の

ないようにするものとする。  

６  博物 館 は、 博物館 資 料に 関 する 図書、 文 献、 調 査資 料

そ の 他 必 要な 情 報 （第 八 項 に おい て 「図書 等 」 と いう 。

）の収集、保管及び活用に努めるものとする。  

 

７  博 物 館 は、 その所 蔵 する 博 物館 資料の 適 切な 管 理の た

め 、 そ の 来歴 や 展示の 実 績 等 を記 録 すると と も に 、環 境

の 変 化 や 虫菌 害 等によ る 劣 化 やき 損 に対す る 予 防 措置 、

び展示するものとする。  

 

[項を加える。 ]  

 

 

 

 

 

 

 

２  博物 館 は、 実物等 資 料に つ いて 、その 収 集 若 し くは 保

管 が 困 難 な 場 合 、 その 展 示 の ため に 教育的 配 慮 が 必要 な

場 合 又 は そ の 館 外 への 貸 出 し 若し く は持出 し が 困 難な 場

合 に は 、 必 要 に 応じて 、 実 物 等資 料 を複製 、 模 造 若し く

は 模 写 し た 資 料 又は実 物 等 資 料に 係 る模型 （ 以 下 「複 製

等 資 料 」 と い う 。） を 収 集 し 、又 は 製作し 、 当 該 博物 館

の 内 外 で 活 用 す るもの と す る 。そ の 際、著 作 権 法 （昭 和

四 十 五 年 法 律 第 四十八 号 ） そ の他 の 法令に 規 定 す る権 利

を侵害することのないよう留意するものとする。  

[項を加える。 ]  

 

 

 

 

[項を加える。 ]  

 

 

 

３  博物 館 は、 実物等 資 料及 び 複製 等資料 （ 以下 「 博物 館

資 料 」 と い う 。 ） に関 す る 図 書、 文 献、調 査 資 料 その 他

必 要 な 資 料 （ 以 下「図 書 等 」 とい う 。）の 収 集 、 保管 及

び活用に努めるものとする。  

４  博物 館 は、 その所 蔵 する 博 物館 資料の 補 修及 び 更新 等

に努めるものとする。  
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博 物 館 資 料の 定 期的な 点 検 、 補修 及 び 更新 等 の 適 切な 実

施に努めるものとする。  

［項を削る。］  

 

 

８  博 物 館 は、 当該博 物 館が 休 止又 は 廃止 と なる 場 合そ の

他 の 従 前 の事 業 を継続 で き な い場 合 には、 そ の 所 蔵す る

博 物 館 資 料及 び 図書等 の 他 の 博物 館 への譲 渡 そ の 他の 方

法 に よ り 、当 該 博物館 資 料 及 び図 書 等が適 切 に 保 管、 活

用 さ れ る よう 努 めるも の と す る。 ま た、休 止 又 は 廃止 に

備 え 、 他 の博 物 館、公 民 館 、 図書 館 、文化 会 館 、 劇場 、

音 楽 堂 等 の社 会 教育施 設 及 び 文化 施 設その 他 こ れ らに 類

す る 施 設 、社 会 教育及 び 文 化 関係 団 体、関 係 行 政 機関 、

社 会 教 育 及び 文 化に関 す る 事 業を 行 う法人 、 民 間 事業 者

等 （ 以 下 「他 の 博物館 等 」 と いう 。 ）との 間 に お ける 目

録の共有その他連携に努めるものとする。  

 

 

 

５  博物 館 は、 当該博 物 館の 適 切な 管理及 び 運営 の ため 、

そ の 所 蔵 す る 博 物館資 料 及 び 図書 等 に関す る 情 報 の体 系

的な整理に努めるものとする。  

６  博物 館 は、 当該博 物 館が 休 止 又 は廃止 と なる 場 合 に は

、 そ の 所 蔵 す る 博物館 資 料 及 び 図 書 等 を他 の 博 物 館に 譲

渡 す る こ と 等 に より、 当 該 博 物館 資 料及び 図 書 等 が適 切

に保管、活用されるよう努めるものとする。  

 

 （展示等）  

第七条  ［項を削る。］  

 

 

 

 

  博 物 館 は、 博物館 資 料 の 展 示 に 当たっ て は、 基 本的 運

営 方 針 を 踏ま え るとと も に 、 利用 者 や地域 住 民 等 の視 点

に 立 ち 、 当該 博 物館の 実 施 す る事 業 及び関 連 す る 学術 研

究 等 に 対 する 利 用者や 地 域 住 民等 の 関心を 高 め 、 当該 博

物 館 資 料 に関 す る知識 を 普 及 する と ともに 、 博 物 館資 料

の 価 値 や その 収 集、保 管 、 調 査研 究 の意義 に つ い て利 用

者 や 地 域 住民 等 の理解 を 深 め るよ う 、次に 掲 げ る 事項 に

留意するものとする。  

一  確実な情報及 び 研究に基づく正確 な 資料を用いるこ

と。  

二  所蔵資料に加 え 、他の博物館等か ら 借り受けた資料

等を用いる ととも に 、博物館資 料の特 性 に応じた展示

 （展示方法等）  

第 六 条  博 物館 は、基 本 的運 営 方針 に基づ き 、そ の 所蔵 す

る 博 物 館 資 料 に よる常 設 的 な 展示 を 行い、 又 は 特 定の 主

題 に 基 づ き 、 そ の所蔵 す る 博 物館 資 料若し く は 臨 時に 他

の 博 物 館 等 か ら 借り受 け た 博 物館 資 料によ る 特 別 の展 示

を行うものとする。  

２  博物 館 は、 博物館 資 料 を 展 示す るに当 た って は 、 当 該

博 物 館 の 実 施 す る事業 及 び 関 連す る 学術研 究 等 に 対す る

利 用 者 の 関心 を 深め、 当 該 博 物館 資 料に関 す る 知 識 の 啓

発 に 資 す る た め 、次に 掲 げ る 事項 に 留意す る も の とす る

。  

 

 

 

一  確実な情報 及び 研究に基づく正 確な 資料を用いるこ

と。  

[号を加える。 ]  
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を行うこと。  

三  展示の効果を 上 げるため、図書、 音 声、映像、情報

通信技術等 を活用 し 、体験的な 展示や 双 方向性のある

展示を行うこと。  

四  利用者の来館 状 況や利用者に対す る アンケートの結

果、利用者 の行動 の 観察等に基 づき、 展 示の改善を図

ること。  

五  常設の展示に つ いて、展示の水準 の 維持及び向上や

資料保全等 の観点 か ら、必要に 応じて 内 容の見直しや

更新を行うこと。  

六  特別の展示に つ いて、必要に応じ て 他の博物館等と

連携し、合同展や巡回展等の展示を企画すること。  

七  子供とその保 護 者、若者、高齢者 、 障害者、日本語

を理解でき ない者 等 、多様な利 用者の 関 心及び特性に

沿った展示や解説等を行うこと。  

八  当該博物館へ の 来館が困難な者に 向 け、その困難の

内容及び程 度に応 じ 、適切な方 法によ る 博物館資料の

展示や解説等を行うこと。  

 

 

二  展示の効果 を上 げるため、博物 館資 料の特性に応じ

た展示方法 を工夫 し 、図書等又 は音声 、 映像等を活用

すること。  

[号を加える。 ]  

 

 

三  前項の常設 的な 展示について、 必要 に応じて、計画

的な展示の更新を行うこと。  

 

[号を加える。 ]  

 

[号を加える。 ]  

 

 

[号を加える。 ]  

 （調査研究）  

第 八 条  博 物館 は、博 物 館資 料 の収 集、保 管 及び 展 示等 の

活 動 を 効 果的 に 行うた め 、 基 本的 運 営方針 に 基 づ き、 学

術 研 究 の 進展 や 動向を 踏 ま え 、 博 物 館資料 に 関 す る専 門

的 、 技 術 的な 調 査研究 、 博 物 館資 料 の保管 及 び 展 示等 の

方 法 に 関 する 技 術的研 究 、 博 物館 の 活動の 充 実 及 び発 展

の た め の 専門 的 な調査 研 究 そ の他 の 調査研 究 の 充 実を 図

るよう努めるものとする。  

２  前 項 の 調査 研究を 実 施す る に当 たって は 、次 に 掲げ る

事項に留意するものとする。  

一  資料の貸借、 職 員の交流、刊行物 及 び情報の交換等

により、国 内外の 博 物館や研究 機関等 と の相互の連携

を強化すること。  

二  調査研究の成 果 を論文や報告書等 に より公表するこ

と。  

三  前号の成果を 博 物館資料の収集、 保 管及び展示等の

 （調査研究）  

第 七 条  博 物館 は、博 物 館資 料 の収 集、保 管 及び 展 示等 の

活 動 を 効 果 的 に 行うた め 、 単 独で 又 は他の 博 物 館 、研 究

機 関 等 と 共 同 す ること 等 に よ り、 基 本的運 営 方 針 に基 づ

き 、 博 物 館資 料 に関す る 専 門 的、 技 術的な 調 査 研 究並 び

に 博 物 館 資料 の 保管及 び 展 示 等の 方 法に関 す る 技 術的 研

究その他の調査研究を行うよう努めるものとする。  

 

[項を加える。 ]  
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活動に反映すること。  

３  博 物 館 は、 当該博 物 館外 の 研究 者又は 他 の研 究 機関 等

が 行 う 調 査研 究 につい て 、 当 該博 物 館の利 用 そ の 他の 協

力 を 求 め られ た 場合に は 、 可 能な 限 りその 便 宜 を 図る よ

うに努めるものとする。  

 

 

[項を加える。 ]  

 

 

 

 （学習機会の提供及び創造的活動への支援）  

第 九 条  博 物館 は、利 用 者 や 地 域住 民等の 学 習活 動 及び 創

造 的 活 動 に資 す るため 、 次 に 掲げ る 業務を 実 施 す るよ う

努めるものとする。  

一  実施する事業 の 内容又は博物館資 料 等に関する案内

書、パンフ レット 、 解説書、目 録、図 録 、 年報、調査

研究の報告 書等を 作 成するとと もに、 こ れらをインタ

ーネットの 利用そ の 他の方法に より広 く 閲覧に供し、

頒布すること。  

二  博物館資料に 関 する各種の講演会 、 研究会、体験活

動その他の 催しの 開 催及びその 援助、 公 民館、図書館

、文化会館 、劇場 、 音楽堂等の 社会教 育 施設及び文化

施設、学校 、商業 施 設等におけ る館外 展 示の実施等の

方法により学習の機会を広く提供すること。  

三  利用者や地域 住 民等に対し、博物 館 資料についての

解説や講演 会等の 企 画若しくは 実施に 係 る業務の補助

又は博物館 資料の 調 査若しくは 整理そ の 他の活動の機

会を広く提供すること。  

四  デジタルアー カ イブの公開や二次 利 用の条件を明示

したオープ ンデー タ 化等により 学習活 動 及び創造的活

動等の環境を整備すること。  

五  学校教育及び 社 会教育における博 物 館資料の利用そ

の他博物館 の利用 に 関し、学校 の教職 員 及び社会教育

指導者に対 して適 切 な利用方法 に関す る 助言その他の

協力を行うこと。  

六  利用者からの 求 めに応じ、博物館 資 料に係る説明又

は助言を行うこと。  

２  博 物 館 は、 前項各 号 の業 務 を実 施する に 当た っ ては 、

子 供 と そ の保 護 者、 若 者 、 妊 娠中 の 者、高 齢 者 、 障害 者

 （学習機会の提供等）  

第 八 条  博 物館 は、利 用 者 の 学 習活 動 又は 調 査研 究 に資 す

るため、次に掲げる業務を実施するものとする。  

 

[号を加える。 ]  

 

 

 

 

一  博物館資料 に関 する各種の講演 会、 研究会、説明会

等（児童又 は生徒 を 対象として 体験活 動 その他の学習

活動を行わ せる催 し を含む。以 下「講 演 会等」という

。）の開催 、館外 巡 回展示の実 施等の 方 法により学習

機会を提供すること。  

[号を加える。 ]  

 

 

 

[号を加える。 ]  

 

 

二  学校教育及 び社 会教育における 博物 館資料の利用そ

の他博物館 の利用 に 関し、学校 の教職 員 及び社会教育

指導者に対 して適 切 な利用方法 に関す る 助言その他の

協力を行うこと。  

三  利用者から の求 めに応じ、博物 館資 料に係る説明又

は助言を行うこと。  

[項を加える。 ]  
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、 日 本 語 を理 解 できな い 者 そ の他 特 に配慮 を 必 要 とす る

者の円滑な利用が可能となるよう努めるものとする。  

 

 

 （情報発信、広報等）  

第 十 条  博 物館 は、当 該 博物 館 の活 動の価 値 及び 魅 力に つ

い て 広 く 一般 公 衆に共 有 を 図 ると と もに、 そ の 利 用者 、

地 域 住 民 その 他 の関係 者 と の 間で 望 ましい 関 係 を 構築 す

る た め 、 その 活 動につ い て の 情報 発 信及び 広 報 の 実施 に

努めるものとする。  

［号を削る。］  

 

 

［号を削る。］  

 

 

２  博 物 館 は、 前項の 業 務を 実 施す るに当 た って は 、 イ ン

タ ー ネ ッ トの 利 用その 他 の 方 法に よ り、一 般 公 衆 に広 く

認知されるような工夫に努めるものとする。  

３  博 物 館 は、 第一項 の 業務 を 実施 するに 当 たっ て は、 当

該 博 物 館 の特 性 を踏ま え つ つ 、我 が 国の文 化 に 対 する 国

際 的 な 評 価や そ の所蔵 す る 博 物館 資 料に対 す る 海 外か ら

の 関 心 に 配慮 し 、博物 館 資 料 につ い ての多 言 語 に よる 情

報提供に努めるものとする。  

 

 （情報の提供等）  

第 九 条  博 物館 は、当 該 博物 館 の利 用の便 宜 若し く は利 用

機 会 の 拡 大 又 は 第七条 の 調 査 研究 の 成果の 普 及 を 図る た

め、次に掲げる業務を実施するものとする。  

 

 

一  実施する事 業の 内容又は博物館 資料 に関する案内書

、パンフレ ット、 目 録、図録等 を作成 す るとともに、

これらを閲覧に供し、頒布すること。  

二  博物館資料 に関 する解説書、年 報、 調査研究の報告

書等を作成 すると と もに、これ らを閲 覧 に供し、頒布

すること。  

２  前項 の 業務 を実施 す るに 当 たっ ては、 イ ンタ ー ネッ ト

等を積極的に活用するよう努めるものとする。  

 

[項を加える。 ]  

 

 （利用者に対応したサービスの提供）  

第 十 一 条  博物 館は、 子 供と そ の保 護者、 若 者、 妊 娠中 の

者 、 高 齢 者、 障 害者、 日 本 語 を理 解 できな い 者 そ の他 特

に 配 慮 を 必要 と する者 が 当 該 博物 館 を円滑 に 利 用 でき る

よ う 、 介 助を 行 う者の 配 置 に よる 支 援、館 内 に お ける ベ

ビ ー カ ー や車 椅 子 の貸 与 、 外 国語 に よる 案 内 や 解 説 等 の

作 成 及 び 頒布 、 インタ ー ネ ッ トの 利 用その 他 の 方 法に よ

る情報提供等のサービスの提供に努めるものとする。  

２  博物 館 は、 その特 性 を踏 ま えつ つ、当 該 博物 館 の実 施

す る 事 業 及び 関 連する 学 術 研 究、 文 化芸術 等 に 対 する 子

供 及 び 若 者 の 関 心と理 解 を 深 める た め、 子 供 及 び 若者 向

 （利用者に対応したサービスの提供）  

第 十 条  博 物館 は、事 業 を実 施 する に当た っ ては 、 高齢 者

、 障 害 者 、 乳 幼 児の保 護 者 、 外国 人 その他 特 に 配 慮を 必

要 と す る 者 が 当 該 事業 を 円 滑 に利 用 できる よ う 、 介助 を

行 う 者 の 配 置 に よる支 援 、 館 内に お ける ベ ビ ー カ ー の 貸

与 、 外 国 語に よ る 解説 資 料 等 の作 成 及び頒 布 そ の 他 の サ

ービスの提供に努めるものとする。  

 

２  博物 館 は、 当該博 物 館の 特 性 を 踏まえ つ つ、 当 該博 物

館 の 実 施 す る 事 業及び 関 連 す る 学 術 研究 等 に 対 す る 青 少

年 の 関 心 と理 解 を深め る た め 、 青 少 年 向け の 解 説 資料 等
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け の 案 内 や解 説 等の作 成 及 び 頒布 そ の他の サ ー ビ スの 提

供に努めるものとする。  

３  博 物 館 は、 その特 性 を踏 ま えつ つ、利 用 者や 地 域住 民

等 の 利 便 性の 向 上及び 快 適 性 の確 保 を図る た め 、 物品 販

売 や 飲 食 等の 利 用者や 地 域 住 民等 向 けサー ビ ス の 提供 や

、 多 様 な 会場 利 用を含 む 施 設 及び 設 備の活 用 の 促 進に 努

めるものとする。  

 

の 作 成 及 び 頒 布 その他 の サ ー ビス の 提供に 努 め る もの と

する。  

[項を加える。 ]  

 

 （学校、家庭及び地域社会との連携等）  

第 十 二 条  博物 館は、 事 業を 実 施す るに当 た って は 、学 校

、 家 庭 及 び地 域 社 会と の 連 携 を図 る ものと し 、 そ の際 、

他 の 博 物 館等 と の効果 的 な 連 携及 び 協力に よ り 、 活動 の

充実及び発展に努めるものとする。  

 

 

２  博 物 館 は、 他の博 物 館等 と の連 携及び 協 力に よ り、 地

域 の ま ち づく り や産業 の 活 性 化に 加 え、コ ミ ュ ニ ティ の

衰 退 や 孤 立化 等 の社会 的 包 摂 に係 る 課題、 人 口 減 少、 過

疎 化 、 高 齢化 、 環境問 題 等 の 地域 が 抱える 様 々 な 課題 に

、 当 該 博 物館 や その所 在 す る 地域 の 特性に 応 じ て 取り 組

むよう努めるものとする。  

 （学校、家庭及び地域社会との連携等）  

第 十 一条  博物 館は、 事 業を 実 施す るに当 た って は 、学 校

、 当 該 博 物館 と 異なる 種 類 の 博物 館 資料を 所 蔵 す る博 物

館 等 の 他 の 博 物 館、公 民 館 、 図書 館 等の社 会 教 育 施設 そ

の 他 こ れ ら に 類 する施 設 、 社 会教 育 関係団 体 、 関 係行 政

機 関 、 社 会 教 育 に関す る 事 業 を行 う 法人、 民 間 事 業者 等

との緊密な連携、協力に努めるものとする。  

２  博物 館 は、 その実 施 する 事 業に おいて 、 利用 者 及び 地

域 住 民 等 の 学 習 の成果 に 基 づ く知 識 及び技 能 を 生 かす こ

と が で き る よ う 、これ ら の 者 に対 し 、展示 資 料 の 解説 、

講 演 会 等 に 係 る 企画又 は 実 施 業務 の 補助、 博 物 館 資料 の

調 査 又 は 整 理 そ の他の 活 動 の 機会 の 提供に 努 め る もの と

する。  

 

 （開館日等）  

第 十 三 条  博物 館は、 開 館日 及 び開 館時間 の 設定 に 当た っ

て は 、 利 用者 の 要望、 地 域 の 実情 、 博物館 資 料 の 特性 、

展 示 の 更 新に 係 る所要 日 数 等 を勘 案 し、日 曜 日 そ の他 の

一 般 の 休 日、 早 朝又は 夜 間 に おけ る 開館、 定 期 的 な無 料

開 館 そ の 他の 方 法によ り 、 当 該博 物 館の持 続 的 で 健全 な

運 営 に 留 意し つ つ、 利 用 者 の 利用 の 拡大を 図 る よ う努 め

るものとする。  

 

 （開館日等）  

第 十 二条  博物 館は、 開 館日 及 び開 館時間 の 設定 に 当た っ

て は 、 利 用 者 の 要望、 地 域 の 実情 、 博物館 資 料 の 特性 、

展 示 の 更 新 に 係 る所要 日 数 等 を勘 案 し、日 曜 日 そ の他 の

一 般 の 休 日に お ける開 館 、 夜 間 に お ける 開 館 そ の 他の 方

法 に よ り 、 利 用 者の利 用 の 便 宜 を 図 るよう 努 め る もの と

する。  

 

 （職員）  

第十四条  法第四条第一項の規定に基づき博物館に置く館

長については、博物館の経営及び当該博物館の事業に関

する識見並びに基本的運営方針に基づきその活動の充実

 （職員）  

第 十 三条  博物 館に、 館 長を 置 くと とも に 、 基本 的 運営 方

針 に 基 づ き 適 切 に事業 を 実 施 する た めに必 要 な 数 の学 芸

員を置くものとする。  
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及び発展を図るために必要な能力を有する者をもって充

てるよう努めるものとする。  

２  博物館に、法第四条第三項の規定に基づき、基本的運

営方針に基づきその活動の充実及び発展を図るために必

要な数の学芸員を置くとともに、当該博物館の事業に関

する知識及び技能を有する者をもって充て、その雇用の

安定に努めるものとする。  

３  博物館に、法第四条第五項の規定に基づき、基本的運

営方針に基づきその活動の充実及び発展を図るために必

要な数の学芸員補並びに事務及び技能的業務に従事する

職員を置き、当該博物館の事業に関する知識及び技能を

有する者をもって充て、その雇用の安定に努めるものと

する。  

４  博物館は、基本的運営方針に基づき、その事業を効率

的かつ効果的に実施するため、各職員の専門的な能力が

適切に培われるとともに、専門的な能力を有する職員が

適切に各業務を担当する者として配置されるよう努める

ものとする。  

 

 

 

 

５  博物館は、各業務の分担の在り方、専任の職員の配置

の在り方、効果的な複数の業務の兼務の在り方、人材養

成の在り方、処遇の在り方等について適宜、適切な見直

しを行い、その運営体制の整備と業務の改善に努めるも

のとする。  

６  博物館は、渉外、広報、デジタル化、資金調達、危機

管理等の専門性を有する多様な人材及びこれらの人材や

関係機関と連携して地域が抱える様々な課題に取り組む

人材を実情に応じて確保し、又は活用するよう努めるも

のとする。  

 

 

 

[項を加える。 ]  

 

 

 

 

２  博物 館 に、 前項に 規 定す る 職員 のほか 、 事務 及 び技 能

的業務に従事する職員を置くものとする。  

 

 

 

 

３  博物 館 は、 基本的 運 営方 針 に 基 づきそ の 事業 を 効率 的

か つ 効 果 的 に 実 施する た め 、 博物 館 資料の 収 集 、 保管 又

は 展 示 に 係 る 業 務、調 査 研 究 に係 る 業務、 学 習 機 会の 提

供 に 係 る 業 務 そ の他の 業 務 を 担当 す る各職 員 の 専 門的 な

能 力 が 適 切 に 培 われ又 は 専 門 的な 能 力を有 す る 職 員が 適

切 に 各 業 務 を 担 当する 者 と し て 配 置 される よ う 、 各業 務

の 分 担 の 在 り 方 、専任 の 職 員 の配 置 の在り 方 、 効 果的 な

複 数 の 業 務 の 兼 務の在 り 方 等 につ い て適宜 、 適 切 な見 直

しを行い、その運営体制の整備に努めるものとする。  

[項を加える。 ]  

 

 

 

 

[項を加える。 ]  

 （人材の養成及び研修）  

第 十 五 条  都道 府県及 び 市町 村 の教 育委員 会 は、 域 内の 博

 （職員の研修）  

第 十 四条  都道 府県の 教 育委 員 会は 、 当該 都 道府 県 内の 博
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物 館 の 振 興に 向 け、 博 物 館 の 館長 、 学芸員 、 学 芸 員補 そ

の 他 の 職 員 の 能 力及び 資 質 の 向上 を 図るた め に 、 研修 の

実施に努めるものとする。  

２  博物 館 は、 その職 員 が様 々 な業 務を行 う こと を 考慮 し

、 人 材 の 養成 及 び研修 を 実 施 する と ともに 、 国 、 都道 府

県 若 し く は市 町 村の教 育 委 員 会又 は 他の博 物 館 等 が主 催

す る 研 修 その 他 必要な 研 修 、 他の 博 物館等 の 職 員 との 知

見 や 技 術 の共 有 に資す る 相 互 の交 流 、学会 や 現 地 調査 そ

の 他 の 調 査研 究 活動等 に そ の 職員 を 積極的 に 参 加 させ る

よう努めるものとする。  

３  博 物 館 は、 その職 員 に、 当 該博 物館の 事 業に 係 る条 約

及 び 法 令 並び に 当該博 物 館 が 自ら 策 定又は 選 択 す る倫 理

規程及び行動規範等を周知するよう努めるものとする。  

４  博 物 館 は、 大学等 と 連携 し 、実 習や見 学 等を 希 望す る

学 芸 員 養 成課 程 の学生 を 積 極 的に 受 け入れ る な ど 、学 芸

員の養成に努めるものとする。  

 

物 館 の 館 長、 学 芸員 そ の 他 職 員 の 能 力及び 資 質 の 向上 を

図るために、研修の機会の充実に努めるものとする。  

 

２  博物 館 は、 その職 員 を、 前 項の 規定に 基 づき 都 道府 県

教 育 委 員 会 が 主 催する 研 修 そ の他 必 要な研 修 に 参 加 さ せ

るよう努めるものとする。  

 

 

 

 

[項を加える。 ]  

 

 

[項を加える。 ]  

 

 （施設及び設備）  

第 十 六 条  博物 館は、 そ の施 設 及び 設備に つ いて 博 物館 法

施 行 規 則 （昭 和 三十年 文 部 省 令第 二 十四号 ） 第 二 十一 条

各 号 に 掲 げる 基 準を満 た す と とも に 、 次の 各 号 に 掲げ る

施 設 及 び 設備 そ の他の 当 該 博 物館 の 活動の 充 実 及 び発 展

の た め に 必要 な 施設及 び 設 備 を備 え るよう 努 め る もの と

する。  

一  耐火、耐震、 防 虫、防菌、防水、 防 塵、防音、温度

及び湿度の 調節、 日 光の遮断又 は調節 、 通風の調節並

びに汚損、 破壊及 び 盗難の防止 その他 の その所蔵する

博物館資料 を適切 に 保管するた めに必 要 な施設及び設

備  

二  研究室、実験 室 、工作室、図書室 そ の他の利用者や

地域住民等 の学習 活 動及び創造 的活動 を 促進するため

に必要な施設及び設備  

三  地域住民等の 博 物館への日常的な 来 館も促進するよ

う、利用者 間の交 流 や情報交換 、自習 等 を行うための

必要な施設及び設備  

 （施設及び設備）  

第 十 五条  博物 館は、 次 の各 号 に掲 げる 施 設 及び 設 備そ の

他 の 当 該 博 物 館 の 目的 を 達 成 する た めに必 要 な 施 設及 び

設備を備えるよう努めるものとする。  

 

 

 

一  耐火、耐震 、防 虫害、防水、防 塵、 防音、温度及び

湿度の調節 、日光 の 遮断又は調 節、通 風 の調節並びに

汚損、破壊 及び盗 難 の防止その 他のそ の 所蔵する博物

館資料を適切に保管するために必要な施設及び設備  

 

[号を加える。 ]  

 

 

[号を加える。 ]  
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四  休憩用の部屋 や 椅子、物品販売施 設 、飲食施設その

他の利用者 や地域 住 民等が博物 館にお け る鑑賞及び利

用の体験を充実するために必要な施設及び設備  

五  音声による解 説 を行うことができ る 機器、傾斜路、

点字及び外 国語に よ る表示、授 乳施設 そ の他の子供と

その保護者 、若者 、 妊娠中の者 、高齢 者 、障害者、日

本語を理解 できな い 者その他特 に配慮 を 必要とする者

の円滑な利用に資するために必要な施設及び設備  

［号を削る。］  

 

六  コンピュータ 、 サーバ、インター ネ ットの通信環境

その他のそ の所蔵 す る博物館資 料の電 磁 的記録を作成

し、公開するために必要な施設及び設備  

七  避難灯、防火 壁 その他の災害時に 利 用者及び職員の

安全を確保 し、博 物 館資料を保 全する た めに必要な施

設及び設備  

八  自家発電装置 、 館外収蔵庫その他 の 大規模災害時に

おいてもそ の所蔵 す る博物館資 料を適 切 に保管するた

めに必要な施設及び設備  

２  博 物 館 は、 施設及 び 設備 の 整備 及び更 新 に当 た って は

、 環 境 負 荷の 軽 減、長 寿 命 化 、老 朽 化への 対 応 等 に留 意

するものとする。  

３  博 物 館 は、 他の博 物 館等 と 連携 し、施 設 及び 設 備の 共

用 や 相 互 利用 を 図るな ど 、 必 要な 施 設及び 設 備 を 実情 に

応じて確保するよう努めるものとする。  

 

[号を加える。 ]  

 

 

二  青少年向け の音 声 による解説を 行う ことができる機

器、傾斜路 、点字 及 び外国語に よる表 示 、授乳施設そ

の他の青少 年、高 齢 者、障害者 、乳幼 児 の保護者、外

国人等の円 滑な利 用 に資するた めに必 要 な施設及び設

備  

三  休憩施設そ の他 の利用者が快適 に観 覧できるよう、

利用環境を整備するために必要な施設及び設備  

[号を加える。 ]  

 

 

[号を加える。 ]  

 

 

[号を加える。 ]  

 

 

[項を加える。 ]  

 

 

[項を加える。 ]  

 

 （危機管理等）  

第 十 七 条  博物 館は、 事 故、 破 壊、 盗難、 災 害、 感 染症 の

ま ん 延 、 情報 漏 えいそ の 他 非 常の 事 態 によ る 被 害 を防 止

す る た め 、 博 物 館資料 や 当 該 博物 館 の立地 、 館 種 等 の 特

性 を 考 慮 しつ つ 、 危機 管 理 に 関す る 計画及 び 手 引 書 の 作

成 及 び 周 知 、 関 係機関 と 連 携 した 研 修及び 訓 練 の 定期 的

な 実 施 そ の他 の 十分な 措 置 を 講じ る よう努 め る も のと す

る。  

２  博 物 館 は、 情報セ キ ュリ テ ィ対 策を講 じ ると と もに 、

 （危機管理等）  

第 十 六条  博物 館は、 事 故、 災 害そ の他非 常 の 事 態 （動 物

の 伝 染 性 疾 病 の 発生を 含 む 。 ） に よ る被害 を 防 止 する た

め 、 当 該 博物 館 の 特性 を 考 慮 しつ つ 、 想定 さ れ る 事態 に

係 る 危 機 管理 に 関する 手 引 書 の 作 成 、関係 機 関 と 連携 し

た 危 機 管 理に 関 する 訓 練 の 定 期的 な 実施そ の 他 の 十分 な

措置を講じるものとする。  

 

[項を加える。 ]  
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デ ジ タ ル アー カ イブを 含 む 電 磁的 記 録の作 成 及 び 公開 、

目 録 の 共 有、 館 外にお け る デ ータ の 保存等 に よ る 情報 の

保全に努めるものとする。  

３  博物 館 は、 事故や 災 害等 が 発生 した場 合 には 、 速や か

な 避 難 誘 導を 行 うとと も に 、 必要 に 応じて 、 入 場 制限 や

立入禁止等の措置をとるものとする。  

 

４  博 物 館 は、 大規模 災 害そ の 他非 常の事 態 が生 じ た場 合

に は 、 当 該博 物 館の規 模 及 び 特性 を 踏まえ 、 職 員 の派 遣

や 資 料 の 保全 等 、可能 な 範 囲 で被 害 を受け た 他 の 博物 館

への支援及び協力に努めるものとする。  

 

 

 

 

２  博物 館 は、 利用者 の 安全 の 確保 のため 、 防災 上 及び 衛

生 上 必 要 な 設 備 を備え る と と もに 、 事故や 災 害 等 が発 生

し た 場 合 等 に は 、 必要 に 応 じ て、 入 場制限 、 立 入 禁止 等

の措置をとるものとする。  

[項を加える。 ]  

 

 

 

備考  表中の [  ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。  

 


